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１ 評価の方法 
評価は、応募者から提案書について、公募要綱「Ⅶ ２評価の手順」に従い、市におい

て参加資格及び公募要綱等で示す提案条件等の基礎審査を行いました。 

基礎審査を通過した提案は、評価の公平性及び透明性を確保するとともに、客観的な評

価等を行うため市が設置した「北崎地区立ち寄りスポット整備事業 事業者提案評価委

員会」（以下「評価委員会」という。）において、提案内容を評価するとともに、市におい

て提案価格を評価の上、総合的に評価を行いました。 

 

２ 評価委員会の構成 
評価委員会の構成は、以下のおりです。 
 

区分 氏名 所属・役職 

委 員 長  有馬 隆文 佐賀大学芸術地域デザイン学部 教授 

委 員 志賀 勉 九州大学大学院人間環境学研究院 准教授 

委 員 三嶋 良英 日本公認会計士協会北部九州会 公認会計士 

委 員 安藤 久義 福岡市財政局財産有効活用部 部長 

委 員 中村 義治 福岡市経済観光文化局観光コンベンション部 部長 

（敬称略、委員長を除き順不同） 
 

３ 評価委員会の開催経過 
評価委員会の開催経過は、以下のとおりです。 

日程 会議名 主な議題 

令和４年 10 月 26日 第１回評価委員会 

・事業概要、公募スケジュールについて 

・公募要綱（案）、事業提案評価基準（案）

等について 

令和５年２月 23 日 第２回評価委員会 ・ヒアリング、内容評価 

 

  



2 

４ 評価の結果 
（１）参加資格審査 

令和４年 12 月 21 日までに、５者から参加資格審査申請書類の提出があり、公募要

綱等に示す参加資格要件の具備について市が審査した結果、いずれの応募者も参加資

格を有していることを確認し、令和５年１月 18日付けで、参加資格の審査結果を各応

募者へ送付しました。 

 
（２）事業提案審査 

ア 基礎審査 

参加資格審査を通過した応募者のうち３者から提案書の提出（２者は辞退）があり、

３者から提出された提案価格について、市が定める最低貸付料以上であることを市が

確認しました。また、提案内容について、公募要綱における提案条件を満たしているこ

とを市が確認しました。 
 

イ 内容評価 

評価委員会は、事業提案評価基準に基づき、応募者名を伏せた提案受付番号「F17」、

「Y68」、「N25」として内容評価を行いました。 

内容評価については、以下の５つの評価区分の基準により評価を行いました。 

図表 内容評価における点数付与基準 
評価区分 判断基準 加算割合 

Ａ 非常に優れている 配点×1.00 

Ｂ 優れている 配点×0.75 

Ｃ 適切な提案がなされている 配点×0.50 

Ｄ やや劣っている 配点×0.25 

Ｅ 劣っている 配点×0 
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各委員の評価結果に応じて、点数付与基準を各評価項目の配点に乗じて算出した各提案

の内容評価の点数は以下のとおりです。 
項目 小項目 配点 F17 Y68 N25 

１ 全体計画 

(1)基本方針 20 14.00 6.00 15.00 

(1)土地利用計画 60 45.00 12.00 30.00 

(3)計画の 

実現性 

①事業の実施体制 50 37.50 7.50 32.50 

②事業スケジュール 20 10.00 3.00 10.00 

③事業収支計画・リスク管理計画 50 27.50 7.50 25.00 

全体計画 小計 200 134.00 36.00 112.50 

２ 導入機能及び施設デザイン 

(1)交通混雑 

対策 

① 駐車場の整備・運営計画 100 75.00 30.00 65.00 

② 駐車場整備以外の取組 50 32.50 15.00 37.50 

(2)情報発信及びトイレ・休憩スペース 100 80.00 35.00 55.00 

(3)観光振興・地域活性化に資するサービス機能 90 72.00 27.00 54.00 

(4)景観や地形を活かしたデザイン 80 56.00 12.00 56.00 

導入機能及び施設デザイン 小計 420 315.50 119.00 267.50 

３ 管理運営計画 

(1)施設運営計画 80 52.00 20.00 40.00 

(2)地域との連携 50 32.50 20.00 27.50 

管理運営計画 小計 130 84.50 40.00 67.50 

４ その他 

(1)総合評価 50 37.50 15.00 32.50 

その他 小計 80 37.50 15.00 32.50 

内容評価点 合計 800 571.50 210.00 480.00 

※内容評価点は、委員全員の平均点の合計（小数点第三位以下を四捨五入）を点数とする。 

 

ウ 価格評価 

提案価格の評価は、下記の計算式に基づき価格評価の点数を市が算出しました。 

なお、計算にあたっては、小数点以下第三位以下を四捨五入しました。 

価格評価点 

 ＝ 200点 × 提案価格（年額） ／ 最高提案価格（年額） 

   
価格評価の結果は以下のとおりです。 
 配点 F17 Y68 N25 

価格評価点 合計 200 200.00 192.45 144.34 
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エ 総合評価 

市において、内容評価点と価格評価の点数を合計して総合評価点を算出しました。 
 

 F17 Y68 N25 

内容評価点 571.50 210.00 480.00 

価格評価点 200.00 192.45 144.34 

総合評価点 771.50  402.45 624.34 

 
 
５ 優先交渉権者等の選定結果 

 
市は、総合評価点が第１位となった「F17」を優先交渉権者、第 2位となった「N25」を

次順位交渉権者として選定しました。 

 

（１） 優先交渉権者（提案受付番号：F17） 

代表企業 株式会社デジサーフ 

構成企業 ― 

 

（２） 次順位交渉権者（提案受付番号：N25） 

代表企業 株式会社ブルースカイ 

構成企業 ― 
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【別紙】評価委員会における評価講評 
（１）内容評価の講評 

評価委員会における計画内容の評価にあたっては、「全体計画」「導入機能及び施設

デザイン」「管理運営計画」「その他」の４つの観点から評価を行いました。 

「F17」は、４つの項目すべてにおいて、他の２案より優れた提案として高く評価

されました。 

 

ア 全体計画 

全体計画については、本事業の基本方針や土地利用計画、計画の実現性等について評

価を行いました。 

 基本方針について、F17は、地域の魅力を活かした観光振興に向けた具体的かつ

積極的な提案が評価されました。N25は、地域の現状と課題が明確に分析され、

本事業の趣旨を踏まえた交通混雑対策等の具体的な提案が評価されました。 

 土地利用計画について、F17は、立地特性を踏まえ、敷地を有効に活用した上で

導入機能が効果的に配置されている提案が評価されました。 

 事業の実施体制について、F17は市内企業を含めた連携先企業と一体となって取

り組む姿勢や、連携先企業との役割分担が具体的に示されており評価されまし

た。 

 
イ 導入機能及び施設デザイン 

導入機能及び施設デザインについては、交通混雑対策に加え、施設への導入機能、景

観や地形を活かしたデザイン等について評価を行いました。 

 交通混雑対策について、F17は、特に駐車場の整備・運営計画について、エリア

の駐車場利用状況を踏まえた適正な駐車料金の設定等、交通混雑の緩和に資する

運用計画や、路上待機の発生抑制策に関する具体的な提案が評価されました。

N25は、特に駐車場整備以外の取組として、エリア周遊を促進する二次交通手段

の確保に関する具体的な提案が評価されました。 

 情報発信及びトイレ・休憩スペースについて、F17は、独自のポータルサイトを

活用した情報発信等、周辺の観光情報の発信に関する具体的な提案や、観光客や

地域住民が幅広く利用できるような休憩機能に関する提案が評価されました。 

 観光振興・地域活性化に資するサービス機能について、F17は、周辺に立地する

既存機能を考慮した導入機能や、農水産物等の地域の魅力発信に関する具体的か

つ積極的な提案が評価されました。 

 景観や地形を活かしたデザインについて、F17、N25共に、立地特性や導入機能を

考慮した上で観光客等を惹きつけるデザイン上の工夫が提案されており評価され

ました。 
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 ウ 管理運営計画 

管理運営計画については、施設運営計画や地域との連携について評価を行いました。 

 施設運営計画について、F17は、導入機能別の具体的な運営計画が評価されまし

た。 

 地域との連携については、F17は、地域関係団体や周辺店舗等との連携に向けた

積極的な姿勢や、地域活性化や地域住民の交流促進に資する具体的な提案が評価

されました。 

 
エ その他 

  その他については、総合評価として評価を行いました。 

 F17、N25は、方向性は異なるものの、それぞれが事業の基本方針に基づき具体的

な提案がされているとともに、事業全体として本事業の趣旨とエリアの特性を踏

まえた提案や積極的な取り組み姿勢が評価されました。 

 
 
（２）総評 

本事業において、評価委員会は、事業提案評価基準に基づき厳正かつ公正に評価を行い

ました。 
各応募者の提案内容は、いずれも本事業に対する熱意を感じさせるもので、本事業の目

的を踏まえた、創意工夫に富んだ優れた内容が含まれる提案でした。 
また、提案書類の作成にあたっての努力については、いずれも高く評価しており、各応

募事業者の方々に敬意を払うとともに感謝する次第です。 
 
今後、評価委員会の内容評価の結果をもとに市により決定された優先交渉権者は、本事

業を実施するに際し、提案内容を確実に実行して頂くのは当然のこと、今後、本事業をさ

らによりよいものとするため市と十分な協議を行い、特に以下の点について、配慮される

ことを要望します。 
・ 周辺の交通混雑緩和に資する駐車場運営について、エリアの混雑状況に加え、本事

業において導入するサービス機能の集客数や稼働状況等も踏まえた対策や継続的

な取組検討を行うこと。 
・ 土地利用計画やサービス機能の施設整備にあたっては、対象敷地の特性や運営方法

も考慮した上で来訪者が利用しやすい動線等に配慮した計画の具体化を行うこと。 
・ 連携企業との役割分担や責任分担を明確にした上で、事業期間を通じて、代表企業

として主体的かつ継続的に地域との連携強化を図ること。 
  

事業実施にあたり、豊富な実績とノウハウを有する優先交渉権者と市が、お互い良好な

パートナーシップのもと、本事業が、地域にとって、福岡市の将来にとって魅力的な場と

なるよう期待します。 
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